
事務職員等の研究協力者としての渡航について 

 事務職員等の研究協力者としての同行については原則として認めら

れません。 

 ただし、研究計画遂行上、必要不可欠と考えられる場合は、事前に 

研究協力係（内線 5593）にご相談下さい。 
 


